
 

 

 

ヤングケアラーとは、法令上の定義はありませんが、東大阪市では「本来大人が担うよ

うな家族のケアなどを日常的に行っていることにより、子ども自身の権利が守られていな

いと思われる原則 18 歳未満の子ども」と定義づけています。 

 

＜ヤングケアラ―の具体例＞ 

                                                             出典：厚生労働省 HP 

【ヤングケアラーに関する相談窓口】 
 

「もしかしたらあの子はヤングケアラーかもしれない」 

「家事や家族の世話で大変」 

「家の用事で学校に遅刻、休むことが多いな」 

「勉強する時間がとれない。どうしよう・・・」など 

気づいたり、困ったことがあったら、下記の相談窓口にお気軽にご相談ください。 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 


